
葬儀後の諸手続き一覧　Ｎｏ．２
項目 窓口 備考

□貸付金・借入金の権利移転、債務
継承手続き

貸付・借入先
相続を放棄したり、遺産の範囲内に限定して相続するような
ときは家庭裁判所で手続きをします。

□※銀行預金・郵便貯金の引き出し
と相続手続き

各信託銀行、
各銀行・郵便局

銀行等が死亡の事実を知ってから、相続の手続きが完了す
るまで支払いは停止されます。

□自動車税の納付義務消滅の申告
陸運支局自動車検査
登録事務所

自動車検査証書書き換えによって、新しい所有者に納税義
務がうつります。

□ＮＨＫ・電気・ガス・水道等の銀行引
き落としと口座変更

銀行
印鑑、通帳、領収書の控えを揃え、銀行に変更を依頼しま
す。

□運転免許証の返却 公安委員会 自然に消滅しますが、返却するほうが良いでしょう。

□※電話加入権の継承手続き ＮＴＴ 電話帳の名前の変更を申し出ます。

□※自動車の名義変更 陸運支局事務所 損害保険の変更手続きも必要になります。

□※特許・商号・商標意匠権の相続
手続き

特許庁 弁護士に相続手続きを依頼します。

□取締役の退任手続き 会社・法務局 2週間以内に取締役死亡による退任等の申請をします。

□※ゴルフ会員権の名義変更 所属ゴルフ場 名義書換料がいる場合もあります。

□クレジットカードの失効手続き クレジット会社 カードを返却し、未払金があれば精算します。

※印については遺産整理業務のできる提携銀行を紹介いたします。
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